
令和 6年度第 2回

物件番号    0025

札夢カロ者ご自身において、現地及て
売買契約書の添付書類となります。

栃木県日光市森友字橋場 686-5 外 5筆

下記参考事項欄のとおり

農地法第 3条・第 5条 (権利移転・転用の許可) 景観法第 16条  日光市景観条例
再生特別措置法第 88条・第 108条 (立地適正化計画) 日光市土砂等の埋立て等による土壌の汚
び災害の発生の防止に関する条例

施 設 整 備 状 況

宇都宮駅行 今市日産前停留所まで徒歩2分

・越境物の状況については 1概要図」のとおりである。
・本地の越境の状況には、越境物又は工作物に関する「確認書 (1件 )」 があり、閲覧可能である。 (詳細は、入札

内書「18 特約条項及び資料の間覧」参照。)

・本地は、建築基準法上の道路に接面していないため、建物建築はできない。
・本地の北東側は、私有通路 (一部市管理通路)であり持分はないため、使用及び掘削する場合は、通路所有者の同

・本地は、北西側の一部で幅員約43mの市管理通路 (建築基準法外道路)に接面しているが、当該通路は現況がな
い。
・本地の南西側の水路は廃滅しており、現況がない。
・公営水道は、北東側道路の北東方から約5mの 引込工事を行うことにより供給が可能であるが、引き込む場合は、

有者の同意が必要である。
・宅地造成及び特定盛土等規制法の区域指定については、日光市に確認ください。
・本地は、立地適正化計画における居住誘導区域及び都市機能誘導区域外である。
・本地は、日光市ハザー ドマップにおいて、浸水想定区域に該当していない。 (詳細は、入札案内書「18 特約条項

・土地履歴調査の結果、本物件においては、有害物質の使用・保管が懸念される事業所による土地の利用及び所有は
准認されなかった。 (詳細は、入札案内書「18 特約条項及び資料の閲覧」参照。)1
・本地は、準工業地域部分は第 3種農地に該当し、用途地域の指定がない非線引部分は第 2種農地である。

法令に基 ついて 行つてください。なお、物件調書は、

件 調      書
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※ 現在の周辺状況と異なる場合があります。



物件番号    0025

明

栃木県日光市森友字橋場686-5外 5筆

糸田 図

準工業地域

＼
＼

＼

＼
＼

晰 殖 Ю

鰈 法外道閣   醐 外道Ю

市管理通路
(建築基準法外道路)

私有通路
(建築基準法外道路)

Ｒ
ι

　ヽ
ヽ

＼ヽ

単位 :メ ー トル

＼

＼
＼、＼　田

Ｐ
ｒ

，
　
　
ヽ
＼

※ 法令等に基づく区城指定線等については概略線であり、必ずご自身において関係機関にご照会ください。
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※ 工作物や樹木の越境等については、極力概要図に記載しておりますが、現況と相違している場合、現況が優先します。
物件は、現状有姿の引渡しとなりますので、必ず入札参加者ご自身において現地等の調査確認を行つてください。

栃木県日光市森友字橋場686-5外 5筆
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